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議決を得た契約の契約変更について 

 

１ 契約件名 

千石橋東側塗装工事請負契約 
 
２ 変更理由 

   本案は、令和６年第２回区議会定例会で議決を得た千石橋東側塗装工事請

負契約において、交通管理者協議による交通誘導警備員の配置数量の変更、

賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約

書第２６条第６項）の運用により決定した金額の修正に伴う契約金額の減額

を行うものである。 
   
３ 変更内容 

   契約金額 

    変更前の金額  ５０７，３４３，１００円 
    変更後の金額  ４９９，５２９，８００円 
    差    額   ▲７，８１３，３００円 
    【差額の内訳】 
    ①交通管理者協議による交通誘導警備員の配置数量の変更 
             ▲５，９５１，０００円 
    ②インフレスライド条項運用により決定した金額の修正 
             ▲１，８６２，３００円 
 
４ 契約の相手方 

   東京都江東区新大橋一丁目８番１１号 
    日本ライナー株式会社 本店 
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